
 

 

 

平成２８年３月１５日 

 

 

合同会社アサヒ食品に対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、合同会社アサヒ食品に対し、景品表示法第６条の規定に基づ

き、措置命令（別添参照）を行いました。 

合同会社アサヒ食品が自社ウェブサイトにおいて行った「スリムオーガニック」

と称する食品の痩身効果に係る表示について、景品表示法に違反する行為（表示を

裏付ける合理的根拠が示されず、同法第４条第２項の規定により、同条第１項第１

号（優良誤認）に該当）が認められました。 

 

１ 違反行為者の概要 

  名  称 合同会社アサヒ食品（法人番号 7030003006200） 

所 在 地 埼玉県川口市栄町三丁目８番４号 

代 表 者 代表社員 宜野座 樹 

設立年月 平成２６年１月 

資 本 金 １５万円（平成２８年２月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

⑴ 対象商品 

「スリムオーガニック」と称する食品（別紙１） 

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要 

(ｱ) 表示媒体 

自社ウェブサイト 

(ｲ) 表示期間 

平成２５年１１月頃から平成２７年１２月頃まで 

(ｳ) 表示内容（別紙２） 

合同会社アサヒ食品は、例えば、次のとおり記載することにより、あたか

も、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、容

易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

○ 「今までにない スッキリ
・ ・ ・ ・

の理由とは！？」、「秘密その１ 新成分ガ

セリ菌ＳＰ配合！！」、「新成分ガセリ菌ＳＰが強力にダイエッターを襲

う！！ あなたをモテボディに！！」と記載 
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○ 「甘いものは我慢したくない！という方にオススメ！ 糖質完全サポー

ト成分ギムネマをたっぷり配合！ 砂糖は人間が働くためのエネルギー

としてとても必要な成分ですが、摂り過ぎてしまうと脂肪として蓄えられ

ます。糖質は脂肪よりも先にエネルギー源として代謝されるので、砂糖を

たくさん摂ってしまうといつまでも脂肪がエネルギーに変わりません。」、

「スリムオーガニックはこの糖質も完全にサポートする成分ギムネマが

配合されているので、甘いものを我慢できない方にお勧めです！！」と記

載 

○ 「Ｌ－カルニチン Ｌ－カルニチンは加齢や食事内容により不足しがち

な成分です。スリムオーガニックはそのＬ－カルニチンを高配号。エネル

ギーの消費にアプローチし、若々しく燃えやすい身体づくりをサポートし

ます。」、「レスベラトロール 無理な食事制限はしたくないという方の

ために！ “いつまでも若くいたい”注目の成分レスベラトロールで若々

しさをサポート！！」と記載 

 

イ 実際 

前記アの表示について、当庁は、景品表示法第４条第２項の規定に基づき、

合同会社アサヒ食品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な

根拠を示す資料の提出を求めたところ、合同会社アサヒ食品は、当該期間内に

資料を提出しなかった。 

 

⑶ 命令の概要 

  ア 前記⑵アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のも

のよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであ

る旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様

の表示を行わないこと。 

 

 

 

 

 【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課食品表示対策室 担当者：佐藤（哲）、後藤（敏） 

電    話 ０３－３５０７－９１２２ 

ホームページ http://www.caa.go.jp/ 
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別紙１ 

 

 

【対象商品】 

 

  
 

 

品  名 スリムオーガニック 

名  称 ガセリ菌含有食品 

原材料名 ガセリ菌、Ｌ－カルニチン、キトサン、プエラリアミリ

フィカ、ギムネマシルベスタ、アロエエキス、アミノ

酸、オリーブ葉エキス、リノール酸、コエンザイムＱ１

０、ビタミンＥ、ビタミンＢ２、パインデックス、ステ

アリン酸、二酸化ケイ素、結晶セルロース、乳糖、レス

ベラドロール 

内 容 量 １８．０グラム（０．３グラム×６０錠） 
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別紙２
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不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧

客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお

それのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保

護することを目的とする。 

 

（不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれ

かに該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若し

くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し

く優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主

的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と

同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよ

りも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ

れがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消

費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者

による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣

が指定するもの 

２  内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断する

ため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この

場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条の規定の適用に

ついては、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 

 

（措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の

規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくは

その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関

連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が

既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により

消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割によ

り当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲

（参考１） 
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り受けた事業者 

 

（報告の徴収及び立入検査等）  

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令又は前条第一項の規定による勧告

を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関

して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しく

は帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその

者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場

所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ

とができる。  

２～３ （省略） 

 

（権限の委任） 

第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消

費者庁長官に委任する。 

２ ～１１ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の

委任に関する政令（抜粋） 
（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第一条 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第十二条第一項の政

令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号、第

五条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第

七条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用

する場合を含む。）の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○優良誤認表示（４条１項１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（４条１項２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（４条２項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとな

る合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみ

なされる。 

（参考２） 

 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれが

あると認められ内閣総理大臣が指定する表示（４条１項３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競争事

業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し

く優良であると示す表示 

 

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示 

 
② 商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示 

② 商品の原産国に関する不当な表示 

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④ 不動産のおとり広告に関する表示 

⑤ おとり広告に関する表示 

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示 

 

景
品
表
示
法 

第
４
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 
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消 表 対 第 ３ ２ １ 号 

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 １ ５ 日 

 

 

合同会社アサヒ食品 

代表社員 宜野座 樹 殿 

 

 

消費者庁長官 板東 久美子     

   （公印省略）   

 

不当景品類及び不当表示防止法第６条の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「スリムオーガニック」と称する食品（以下「本件商品」とい

う。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下

「景品表示法」という。）第４条第１項の規定により禁止されている同項第１号に該当す

る不当な表示を行っていたので、同法第６条の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事

項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法につい

ては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２５年１１月頃から平

成２７年１２月頃までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「※全て実話で

す！！ たった、４週間で私たち変わりました！！」、「こんな理由
・ ・

で＂諦めた事

はありませんか！？＂」、「食事は我慢できない・・・」、「運動する時間がな

い・・・」、「こんな経験ありませんか？ ☑サプリでは実感できなかった ☑運

動は苦手だ ☑あまり食べていないのに太る ☑痩せたいけど食事制限は嫌だ ☑

痩せたいけどお金はかけたくない」として、「まだまだ諦めるのは早い！」、「今

までにない スッキリ
・ ・ ・ ・

の理由とは！？」、「秘密その１ 新成分ガセリ菌ＳＰ配

合！！」、「新成分ガセリ菌ＳＰが強力にダイエッターを襲う！！ あなたをモテ

ボディに！！」、「そのそも新成分『ガセリ菌ＳＰ』とは？ ２００９年の学会の

発表により、今美容業界で話題の新成分『ガセリ菌ＳＰ』。乳酸菌の一種で今まで

に無いスッキリを実感させます。」、「秘密その３ 糖質完全サポート成分配

合！！」、「甘いものは我慢したくない！という方にオススメ！ 糖質完全サポー

別添 
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ト成分ギムネマをたっぷり配合！ 砂糖は人間が働くためのエネルギーとしてとて

も必要な成分ですが、摂り過ぎてしまうと脂肪として蓄えられます。糖質は脂肪よ

りも先にエネルギー源として代謝されるので、砂糖をたくさん摂ってしまうといつ

までも脂肪がエネルギーに変わりません。」、「スリムオーガニックはこの糖質も

完全にサポートする成分ギムネマが配合されているので、甘いものを我慢できない

方にお勧めです！！」、「秘密その５ ダイエッターをサポートする４つの成分を

高配合！！」、「プエラリアミリフィカ 女性のキレイをサポートする成分とし

て、業界では注目を浴びています。スリムオーガニックはお肌などにお悩みのある

女性を徹底サポート！！」、「Ｌ－カルニチン Ｌ－カルニチンは加齢や食事内容

により不足しがちな成分です。スリムオーガニックはそのＬ－カルニチンを高配

号。エネルギーの消費にアプローチし、若々しく燃えやすい身体づくりをサポート

します。」、「レスベラトロール 無理な食事制限はしたくないという方のため

に！ “いつまでも若くいたい”注目の成分レスベラトロールで若々しさをサポー

ト！！」、「アロエエキス 下腹が気になる、いつもスッキリしない・・・。とい

う方のために、スッキリサポート成分アロエエキスを配合！ 今までにないスッキ

リをお届けします！」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり記載することによ

り、あたかも、本件商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく

容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 

イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものより

も著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と

同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の従業員

に周知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる

合理的な根拠をあらかじめ有することなく前記⑴記載の表示と同様の表示をしてはな

らない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ 合同会社アサヒ食品（以下「アサヒ食品」という。）は、埼玉県川口市栄町三丁目

８番４号に本店を置き、健康食品の企画及び販売、労働者派遣業等を営む事業者であ

る。 

⑵ アサヒ食品は、平成２５年１２月以降、本件商品を通信販売の方法により一般消費

者に販売しているところ、本件商品の表示内容を自ら決定している。 

⑶ア アサヒ食品は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２５年１１月頃
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から平成２７年１２月頃までの間、自社ウェブサイト（別添写し）において、例え

ば、「※全て実話です！！ たった、４週間で私たち変わりました！！」、「こん

な理由

・ ・

で＂諦めた事はありませんか！？＂」、「食事は我慢できない・・・」、

「運動する時間がない・・・」、「こんな経験ありませんか？ ☑サプリでは実感

できなかった ☑運動は苦手だ ☑あまり食べていないのに太る ☑痩せたいけど

食事制限は嫌だ ☑痩せたいけどお金はかけたくない」として、「まだまだ諦める

のは早い！」、「今までにない スッキリ

・ ・ ・ ・

の理由とは！？」、「秘密その１ 新成

分ガセリ菌ＳＰ配合！！」、「新成分ガセリ菌ＳＰが強力にダイエッターを襲

う！！ あなたをモテボディに！！」、「そのそも新成分『ガセリ菌ＳＰ』とは？

 ２００９年の学会の発表により、今美容業界で話題の新成分『ガセリ菌ＳＰ』。

乳酸菌の一種で今までに無いスッキリを実感させます。」、「秘密その３ 糖質完

全サポート成分配合！！」、「甘いものは我慢したくない！という方にオススメ！

 糖質完全サポート成分ギムネマをたっぷり配合！ 砂糖は人間が働くためのエネ

ルギーとしてとても必要な成分ですが、摂り過ぎてしまうと脂肪として蓄えられま

す。糖質は脂肪よりも先にエネルギー源として代謝されるので、砂糖をたくさん

摂ってしまうといつまでも脂肪がエネルギーに変わりません。」、「スリムオーガ

ニックはこの糖質も完全にサポートする成分ギムネマが配合されているので、甘い

ものを我慢できない方にお勧めです！！」、「秘密その５ ダイエッターをサポー

トする４つの成分を高配合！！」、「プエラリアミリフィカ 女性のキレイをサ

ポートする成分として、業界では注目を浴びています。スリムオーガニックはお肌

などにお悩みのある女性を徹底サポート！！」、「Ｌ－カルニチン Ｌ－カルニチ

ンは加齢や食事内容により不足しがちな成分です。スリムオーガニックはそのＬ－

カルニチンを高配号。エネルギーの消費にアプローチし、若々しく燃えやすい身体

づくりをサポートします。」、「レスベラトロール 無理な食事制限はしたくない

という方のために！ “いつまでも若くいたい”注目の成分レスベラトロールで

若々しさをサポート！！」、「アロエエキス 下腹が気になる、いつもスッキリし

ない・・・。という方のために、スッキリサポート成分アロエエキスを配合！ 今

までにないスッキリをお届けします！」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限

をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしてい

た。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第４条第１項第１号に該

当する表示か否かを判断するため、同条第２項の規定に基づき、アサヒ食品に対

し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求
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めたところ、アサヒ食品は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

 

３  法令の適用 

前記事実によれば、アサヒ食品が自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、

景品表示法第４条第２項の規定により、同条第１項第１号に該当する、本件商品の内容

について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ

ると認められる表示とみなされるものであって、かかる行為は、同項の規定に違反する

ものである。 

 

４  法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第６条及び第４５条の規定

に基づき、天災その他異議申立てをしなかったことについてやむをえない理由がある

ときを除き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、書

面により消費者庁長官に対し異議申立てをすることができる。 

（注） 行政不服審査法第４８条において準用する同法第１４条第３項の規定により、

正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異

議申立てをすることができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項

及び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日から６か月以

内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起すること

ができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日から６か月以内であっても、この処分の日か

ら１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第１項の規定により、正当な理由があるときを除き、

異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決

定があったことを知った日から６か月以内に提起することができる。ただし、

行政事件訴訟法第１４条第２項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、

その決定があったことを知った日から６か月以内であっても、その決定の日か

ら１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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表 示 内 容 

・「なんと５１歳の主婦もこの結果！！」と題して、「ダイエット期間わずか４週間で、

驚きの結果！！」、「わずか４週間で 体重 －７.２ｋｇ」、「さらにウエストが－１８．

６ｃｍ」と記載 

 

・「※全て実話です！！ たった、４週間で私たち変わりました！！」と記載 

 

・「新成分配合！！ 今までにない強力ダイエッターサポートサプリメント スリムオー

ガニック 多くの 愛用者から スッキリの声が続出！！」 

 

・「短期間で燃えたい方」、「絶対痩せてやる！ そんなダイエッターはこちら！」 

 

・「こんな理由で＂諦めた事はありませんか！？＂」、「食事は我慢できない・・・」、「運

動する時間がない・・・」、「こんな経験ありませんか？ ☑サプリでは実感できなかっ

た ☑運動は苦手だ ☑あまり食べていないのに太る ☑痩せたいけど食事制限は嫌だ 

☑痩せたいけどお金はかけたくない」として、「まだまだ諦めるのは早い！」、「今までに

ない スッキリの理由とは！？」、「秘密その１ 新成分ガセリ菌ＳＰ配合！！」、「新成

分ガセリ菌ＳＰが強力にダイエッターを襲う！！ あなたをモテボディに！！」、「その

そも新成分『ガセリ菌ＳＰ』とは？ ２００９年の学会の発表により、今美容業界で話

題の新成分『ガセリ菌ＳＰ』。乳酸菌の一種で今までに無いスッキリを実感させます。」

と記載 

 

・「秘密その３ 糖質完全サポート成分配合！！」、「甘いものは我慢したくない！という

方にオススメ！ 糖質完全サポート成分ギムネマをたっぷり配合！ 砂糖は人間が働く

ためのエネルギーとしてとても必要な成分ですが、摂り過ぎてしまうと脂肪として蓄え

られます。糖質は脂肪よりも先にエネルギー源として代謝されるので、砂糖をたくさん

摂ってしまうといつまでも脂肪がエネルギーに変わりません。」、「スリムオーガニックは

この糖質も完全にサポートする成分ギムネマが配合されているので、甘いものを我慢で

きない方にお勧めです！！」と記載 

 

・「秘密その５ ダイエッターをサポートする４つの成分を高配合！！」、「プエラリアミ

リフィカ 女性のキレイをサポートする成分として、業界では注目を浴びています。ス

リムオーガニックはお肌などにお悩みのある女性を徹底サポート！！」、「Ｌ－カルニチ

ン Ｌ－カルニチンは加齢や食事内容により不足しがちな成分です。スリムオーガニッ

クはそのＬ－カルニチンを高配号。エネルギーの消費にアプローチし、若々しく燃えや

すい身体づくりをサポートします。」、「レスベラトロール 無理な食事制限はしたくない

という方のために！ “いつまでも若くいたい”注目の成分レスベラトロールで若々し

さをサポート！！」、「アロエエキス 下腹が気になる、いつもスッキリしない・・・。

という方のために、スッキリサポート成分アロエエキスを配合！ 今までにないスッキ

リをお届けします！」と記載 

 

・「アンケート調査の＂お客様の実際の声＂」と題する「ひ・み・つさん」、「４５歳主婦

さん」及び「匿名希望さん」の感想 

別表 
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